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EP関係資料 

EPOのオフィシャル・フィーが改定される（発効日：2018年 4月 1日） 
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１．はじめに 

2018 年 1 月の Official Journal において、欧州特許庁（EPO）は、オフィシャル・フィー

に関する規則の Article 2および 14を改定する旨の"Decision of the Administrative Council"

を公表しました。 

 

その後、管理理事会（"administrative council"）は、国際調査費用、補充国際調査費用、国

際出願の予備審査手数料、特許許可手数料、審判手数料、および、送付手数料の改定を決定しま

した。 

 

上記の手数料改定は、利用者が"character-coded format"でオンライン出願することを奨励

するために実施されます。その結果、"renewal fees"は値上げされていません。 

 

上記の改定手数料は、2018年 4月 1日以降の EP特許出願と、2018年 4月 1日以降の EP

広域国内段階移行出願に適用されます。主な改定内容について、具体的には、以下に説明します。 
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